
事例１　出産予定日どおり出産した場合（その１）
　　　　

　産前産後休業に係る掛金免除期間：５月～７月
　育児休業に係る掛金免除期間：８月～

勤務 条例上の産前産後休暇（実際のお休み） 育児休業

掛金徴収 産前産後休業により掛金免除 育児休業により掛金免除

◎申出をした場合に掛金免除の対象となる期間は、原則として、出産日以前42日（6週間）から出産日後56日までの間で、特別休暇の産前産後休
暇を取得した期間になります。

　また、掛金は月ごとに計算されますので、免除となるのは、産前産後休業を開始した月から、産前産後休業を終了した日の翌日の属する月の前月
までとなります。

　主な掛金免除の事例は、以下のとおりです。

出産予定日
＝出産日

42日 56日

産後休暇終了
⇒育児休業開始

条例上の
産前休暇開始
＝掛金免除開始

産前休暇４２日（６週間）産後休暇５６日（８週間）

出産予定日＝出産日：平成２６年６月２０日

5/10 6/20 8/15



事例２　出産予定日どおり出産した場合（その２）
　　　　

　産前産後休業に係る掛金免除期間：５月～７月
　育児休業に係る掛金免除期間：８月～

事例３　出産予定日より遅れて出産した場合
　　　　

　産前産後休業に係る掛金免除期間：５月～８月
　育児休業に係る掛金免除期間：９月～

育児休業

産前産後休業により掛金免除 育児休業により掛金免除

産前産後休業により掛金免除 育児休業により掛金免除掛金徴収

条例上の産前産後休暇（実際のお休み）

勤務 育児休業条例上の産前産後休暇（実際のお休み）

勤務

掛金徴収

産前休暇５６日（８週間）産後休暇５６日（８週間）

出産予定日＝出産日：平成２６年６月２０日

産前休暇５６日（８週間）産後休暇５６日（８週間）

出産予定日：平成２６年６月２０日

出産日：平成２６年６月３０日

出産予定日

42日 56日

産後休暇終了
⇒育児休業開始

条例上の
産前休暇開始

5/10 6/20 7/6 8/31

56日

4/26

掛金免除開始

産前休暇５６日（８週間）産後休暇５６日（８週間）

出産予定日：平成２６年６月２０日

出産日：平成２６年７月６日

出産日

42日 56日

条例上の
産前休暇開始

5/10 6/204/26

掛金免除開始

出産予定日
＝出産日

42日 56日

産後休暇終了
⇒育児休業開始

条例上の
産前休暇開始

5/10 6/20 8/15

56日

掛金免除開始

4/26



事例４　出産予定日より早く出産した場合
　　　　

　産前産後休業に係る掛金免除期間：５月～７月
　育児休業に係る掛金免除期間：８月～

事例５　出産予定日より早く出産した場合
　　　　

　産前産後休業に係る掛金免除期間：５月～７月
　育児休業に係る掛金免除期間：８月～

育児休業

育児休業により掛金免除

条例上の産前産後休暇（実際のお休み）勤務

産前産後休業により掛金免除掛金徴収

掛金徴収

条例上の産前産後休暇（実際のお休み）勤務 育児休業

育児休業により掛金免除産前産後休業により掛金免除

産前休暇４２日（６週間）産後休暇５６日（８週産前休暇４２日（６週間）産後休暇５６日（８週間）

出産予定日：平成２６年７月６日 出産日：平成２６年６月２０日

出産予定日

42日

産後休暇終了
⇒育児休業開始

5/10 7/6 8/15
出産日

42日

56日

5/26 6/20

条例上の
産前休暇開始

産前休暇４２日（６週間）産後休暇５６日（８週産前休暇５６日（８週間）産後休暇５６日（８週間）

出産予定日：平成２６年７月６日 出産日：平成２６年６月２０日

出産予定日

42日

産後休暇終了
⇒育児休業開始

5/12 7/6 8/15
出産日

42日

56日

5/26 6/20

条例上の
産前休暇開始

56日

5/10


